
　
整
骨
院
や
接
骨
院
で
は
「
柔
道
整
復
師
」

と
い
う
資
格
を
持
つ
方
が
施
術
を
さ
れ
ま
す
。

柔
道
整
復
師
は
医
師
で
は
な
い
た
め
、
病
院

や
診
療
所
で
の
治
療
と
同
様
に
健
康
保
険
が

使
え
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
整
骨
院
や
接
骨
院
で
被
保
険
者
証
（
国
保
）

を
使
う
場
合
は
、
一
定
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

被
保
険
者
証
が
使
え
な
い
場
合
は
、
全
額
自

己
負
担
と
な
り
ま
す
の
で
、
十
分
な
注
意
が

必
要
で
す
。

●
被
保
険
者
証
が
「
使
え
る
」
場
合

　

骨
折
・
脱
臼
の
応
急
手
当
（
そ
れ
以
外
は
医

師
の
同
意
が
必
要
）、
打
撲
・
ね
ん
ざ
・
挫
傷

（
肉
離
れ
な
ど
）
の
施
術
の
と
き
。

　

骨
折
お
よ
び
脱
臼
に
つ
い
て
は
、
緊
急
の

場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
医
師
の
同
意
を

得
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

※
次
の
よ
う
な
施
術
は
対
象
外
で
す

　

疲
労
性
・
慢
性
的
な
要
因
か
ら
く
る
肩
こ

り
、
筋
肉
疲
労
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
に
よ
る

肉
体
疲
労
改
善
、
神
経
痛
、
リ
ウ
マ
チ
、

五
十
肩
、
関
節
炎
、
ヘ
ル
ニ
ア
等
に
よ
る

コ
リ
や
痛
み
、
脳
疾
患
後
遺
症
等
の
慢
性

病
、
仕
事
中
や
通
勤
途
上
に
起
き
た
負
傷

（
労
災
保
険
の
対
象
と
な
る
場
合
）
等

●
施
術
を
う
け
る
と
き
の
注
意

①
負
傷
原
因
を
正
確
に
伝
え
ま
し
ょ
う
。

　
　

整
骨
院
や
接
骨
院
で
施
術
（
治
療
）
を
受

け
る
と
き
は
、
負
傷
の
原
因
を
正
確
に
き

ち
ん
と
伝
え
ま
し
ょ
う
。

　
　

な
お
、
交
通
事
故
に
よ
る
施
術
（
治
療
）

の
場
合
は
、
住
民
課
保
険
年
金
担
当
に
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

②
施
術
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
は
、
医
師
の

診
断
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　
　

施
術
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
は
、
内
科

的
要
因
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
医
師
の

診
断
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

③
療
養
費
支
給
申
請
書
の
内
容
を
よ
く
確
認

し
ま
し
ょ
う
。

　
　

整
骨
院
な
ど
で
施
術
を
受
け
る
場
合
、

療
養
費
支
給
申
請
書
へ
署
名
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
申
請
書
に
は
、
傷
病

名
や
施
術
内
容
、
回
数
な
ど
が
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
内
容
を
確
認
し
て
か
ら
署

名
し
ま
し
ょ
う
。

④
領
収
証
は
必
ず
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

　
　

領
収
証
は
必
ず
も
ら
っ
て
、
保
管
し
て

お
き
、
医
療
費
通
知
で
金
額
・
日
数
の
確

認
を
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
領
収
証
は
、

医
療
費
控
除
を
受
け
る
際
に
も
必
要
で
す
。

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

●
施
術
内
容
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

施
術
日
や
施
術
内
容
に
つ
い
て
、
町
か
ら

確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

整
骨
院
や
接
骨
院
（
柔
道
整
復
師
）
へ
か
か

っ
た
と
き
は
、
負
傷
部
位
、
施
術
内
容
、
施

術
年
月
日
の
記
録
、
領
収
証
等
を
保
管
し
て

お
い
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険

み
ん
な
で
支
え
合
う
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整
骨
院
や
接
骨
院（
柔
道

整
復
師
）の
か
か
り
方

国 
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年 

金  

か
ら
の
お
知
ら
せ

　

国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
な
理
由
で
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免
除
ま
た

は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
26
年
４
月
か
ら
法
律
改
正
さ
れ
、

申
請
月
の
２
年
１
か
月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ

っ
て
申
請
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

①
保
険
料
申
請
免
除

　
　

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
所

得
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し

て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
全
額
ま
た

は
一
部
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
承
認
期
間

は
、
原
則
と
し
て
７
月
か
ら
翌
年
６
月

ま
で
で
す
。

※
保
険
料
の
一
部
が
免
除
（
４
分
の
１
免

除
、
半
額
免
除
、
４
分
の
３
免
除
）
に

な
る
方
は
、
免
除
に
該
当
し
な
か
っ
た

部
分
の
保
険
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
未

納
と
同
じ
扱
い
に
な
り
ま
す
。

②
若
年
者
納
付
猶
予

　
　

30
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
・
配
偶
者

の
前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
場

合
、
申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
承
認
期
間

は
、
原
則
と
し
て
７
月
か
ら
翌
年
６
月

ま
で
で
す
。

③
学
生
納
付
特
例

　
　

学
生
の
方
で
、
本
人
の
前
年
所
得
が

一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し
て
承

認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
ま
す
。
承
認
期
間
は
、
原
則
と
し
て

４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
で
す
。

＊
申
請
の
手
続
き
に
は
、
年
金
手
帳
・
印

鑑
（
ス
タ
ン
プ
式
以
外
）
を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。
な
お
、
会
社
等
を
退
職
さ
れ

た
方
は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票

ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
を
、

学
生
納
付
特
例
を
申
請
さ
れ
る
方
は
学

生
証
を
あ
わ
せ
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

平
成
26
年
度
に
保
険
料
の
全
額
免

除
ま
た
は
若
年
者
納
付
猶
予
さ
れ
た

方
で
、
申
請
時
に
平
成
27
年
度
以
降

も
引
き
続
き
全
額
免
除
ま
た
は
若
年

者
納
付
猶
予
を
希
望
さ
れ
た
方
は
、

申
請
手
続
き
が
不
要
で
す
。（
退
職
や

被
災
等
の
特
別
な
事
情
で
承
認
さ
れ

た
場
合
や
世
帯
構
成
等
に
変
更
が
あ

っ
た
場
合
に
は
、
改
め
て
申
請
手
続

き
が
必
要
で
す
。）

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
！
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